
４月６日（土）から15日（月）までの10日間、

「春の全国交通安全運動」の取組を実施しているところですが、

○ ４月９日（火）函館市内において

自転車利用中の高齢者が被害に遭う交通死亡事故

が発生しました。

本年３月以降、高齢者が被害に遭う重大な交通事故は、

・ ３月16日（土） 札 幌 市 車両×高齢歩行者

・ ３月30日（土） 札 幌 市 車両×高齢歩行者

・ ４月５日（金） 美 瑛 町 車両×高齢歩行者

・ ４月５日（金） 苫小牧市 車両×高齢歩行者

と連続的に発生しています。
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ドライバーの皆さんへ
・ スピードダウン
日没後は周囲の見通しが悪くなります。

スピードは控えめに、状況によりハイビームを使用しましょう。

・ 横断歩行者に注意
交差点に限らず、道路を横断している歩行者や自転車がいる可能性があります。

十分注意しましょう。

歩行者の皆さんへ
・ 横断歩道の利用を
横断歩道の無い場所を横断することは大変危険、車は止まってはくれません。

・ 加齢による身体機能等の低下
体力の衰えなどにより、道路を安全に渡り切れない場合があります。

ご自身の体力を把握して、無理な横断は絶対にやめましょう。


